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青森市手数料条例（平成十七年条例第八十二号）新旧対照表 

改正後 改正前 改正内容 

別表（第二条関係） 

４ 許可等手数料 

 

 

別表（第二条関係） 

４ 許可等手数料 

 

番号 事務の種類 手数料の名称 手数料の額 

一 （略） （略） （略） 

二 建築基準法（昭和二十

五年法律第二百一号）

第六条第一項（同法第

八十七条第一項にお

いて準用する場合を

含む。）の規定に基づ

く建築物の確認の申

請又は同法第十八条

第二項（同法第八十七

条第一項において準

建築物に関する確認申請（計画通知）手

数料 

    

  一件につき 

床面積の合計が三十平方メートル

以内のときは 一万五千円 

三十平方メートルを超え、百平方

メートル以内のときは 二万円 

  

百平方メートルを超え、二百平方

番号 事務の種類 手数料の名称 手数料の額 

一 （略） （略） （略） 

二 建築基準法（昭和二十

五年法律第二百一号）

第六条第一項（同法第

八十七条第一項にお

いて準用する場合を

含む。）の規定に基づ

く建築物の確認の申

請又は同法第十八条

第二項（同法第八十七

条第一項において準

建築物に関する確認申請（計画通知）手

数料 

    

  一件につき 

床面積の合計が三十平方メートル

以内のときは 八千円   

三十平方メートルを超え、百平方

メートル以内のときは 一万五千

円 

百平方メートルを超え、二百平方
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改正後 改正前 改正内容 

用する場合を含む。）

の規定に基づく計画

の通知に対する審査 

メートル以内のときは 二万九千

円 

二百平方メートルを超え、五百平

方メートル以内のときは 四万三

千円 

五百平方メートルを超え、千平方

メートル以内のときは 六万九千

円 

千平方メートルを超え、二千平方

メートル以内のときは 九万四千

円 

二千平方メートルを超え、一万平

方メートル以内のときは 二十五

万四千円 

一万平方メートルを超え、五万平

方メートル以内のときは 四十万

千円 

五万平方メートルを超えるときは

 七十三万七千円 

三 建築基準法第六条第

一項（同法第八十七条

の四又は第八十八条

建築設備及び工作物に関する確認申請

（計画通知）手数料 

  

用する場合を含む。）

の規定に基づく計画

の通知に対する審査 

メートル以内のときは 二万三千

円 

二百平方メートルを超え、五百平

方メートル以内のときは 三万円 

   

五百平方メートルを超え、千平方

メートル以内のときは 五万三千

円 

千平方メートルを超え、二千平方

メートル以内のときは 七万四千

円 

二千平方メートルを超え、一万平

方メートル以内のときは 二十一

万円   

一万平方メートルを超え、五万平

方メートル以内のときは 三十四

万円 

五万平方メートルを超えるときは

 六十六万円   

三 建築基準法第六条第

一項（同法第八十七条

の四又は第八十八条

建築設備及び工作物に関する確認申請

（計画通知）手数料 
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改正後 改正前 改正内容 

第一項若しくは第二

項において準用する

場合を含む。）の規定

に基づく建築設備及

び工作物の確認の申

請又は同法第十八条

第二項（同法第八十七

条の四又は第八十八

条第一項若しくは第

二項において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく計画の通

知に対する審査 

 一件につき 

建築設備を設置する場合（次に掲

げる場合を除く。） 一万九千円

（小荷物専用昇降機については一

万円） 

確認を受けた建築設備の計画の変

更をして建築設備を設置する場合

 一万円（小荷物専用昇降機につ

いては六千円） 

工作物を築造する場合（次に掲げ

るものを除く。） 一万八千円 

確認を受けた工作物の計画の変更

をして工作物を築造する場合 一

万円 

四 建築基準法第七条第

一項の規定に基づく

建築物の完了検査の

申請又は同法第十八

条第二十項の規定に

基づく建築物の工事

の完了通知に対する

検査 

建築物に関する完了検査申請（完了通

知）手数料 

    

  一件につき 

床面積の合計が三十平方メートル

以内のときは 二万千円  

三十平方メートルを超え、百平方

メートル以内のときは 二万六千

第一項若しくは第二

項において準用する

場合を含む。）の規定

に基づく建築設備及

び工作物の確認の申

請又は同法第十八条

第二項（同法第八十七

条の四又は第八十八

条第一項若しくは第

二項において準用す

る場合を含む。）の規

定に基づく計画の通

知に対する審査 

  一件につき 

建築設備を設置する場合（次に掲

げる場合を除く。） 一万三千円

（小荷物専用昇降機については六

千円） 

確認を受けた建築設備の計画の変

更をして建築設備を設置する場合

 七千円（小荷物専用昇降機につ

いては四千円） 

工作物を築造する場合（次に掲げ

るものを除く。） 一万二千円 

確認を受けた工作物の計画の変更

をして工作物を築造する場合 六

千円 

四 建築基準法第七条第

一項の規定に基づく

建築物の完了検査の

申請又は同法第十八

条第二十項の規定に

基づく建築物の工事

の完了通知に対する

検査 

建築物に関する完了検査申請（完了通

知）手数料 

    

  一件につき 

床面積の合計が三十平方メートル

以内のときは 一万五千円 

三十平方メートルを超え、百平方

メートル以内のときは 二万円 
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改正後 改正前 改正内容 

円 

百平方メートルを超え、二百平方

メートル以内のときは 三万三千

円 

二百平方メートルを超え、五百平

方メートル以内のときは 五万千

円  

五百平方メートルを超え、千平方

メートル以内のときは 七万三千

円 

千平方メートルを超え、二千平方

メートル以内のときは 九万円 

  

二千平方メートルを超え、一万平

方メートル以内のときは 十八万

五千円 

一万平方メートルを超え、五万平

方メートル以内のときは 二十八

万六千円 

五万平方メートルを超えるときは

 五十三万三千円 

五 建築基準法第七条第 建築設備及び工作物に関する完了検査

  

百平方メートルを超え、二百平方

メートル以内のときは 二万七千

円 

二百平方メートルを超え、五百平

方メートル以内のときは 三万六

千円 

五百平方メートルを超え、千平方

メートル以内のときは 五万八千

円 

千平方メートルを超え、二千平方

メートル以内のときは 七万六千

円 

二千平方メートルを超え、一万平

方メートル以内のときは 十七万

円   

一万平方メートルを超え、五万平

方メートル以内のときは 二十六

万円   

五万平方メートルを超えるときは

 五十三万円   

五 建築基準法第七条第 建築設備及び工作物に関する完了検査
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改正後 改正前 改正内容 

一項（同法第八十七条

の四又は第八十八条

第一項若しくは第二

項において準用する

場合を含む。）の規定

に基づく建築設備及

び工作物の完了検査

の申請又は同法第十

八条第二十項（同法第

八十七条の四又は第

八十八条第一項若し

くは第二項において

準用する場合を含

む。）の規定に基づく

建築設備及び工作物

の工事の完了通知に

対する検査 

申請（完了通知）手数料 

    

  一件につき 

昇降機その他の建築設備 二万五

千円（小荷物専用昇降機について

は一万六千円） 

建築基準法第八十八条第一項及び

第二項に規定する完了検査 一万

八千円 

六 建築基準法第七条第

一項の規定に基づく

特定行政庁が減額し

て定める建築物の完

了検査の申請又は同

特定行政庁が減額して定める建築物に

関する完了検査申請（完了通知）手数料

    

  一件につき 

床面積の合計が三十平方メートル

一項（同法第八十七条

の四又は第八十八条

第一項若しくは第二

項において準用する

場合を含む。）の規定

に基づく建築設備及

び工作物の完了検査

の申請又は同法第十

八条第二十項（同法第

八十七条の四又は第

八十八条第一項若し

くは第二項において

準用する場合を含

む。）の規定に基づく

建築設備及び工作物

の工事の完了通知に

対する検査 

申請（完了通知）手数料 

    

  一件につき 

昇降機その他の建築設備 一万九

千円（小荷物専用昇降機について

は一万二千円） 

建築基準法第八十八条第一項及び

第二項に規定する完了検査 一万

三千円 

六 建築基準法第七条第

一項の規定に基づく

特定行政庁が減額し

て定める建築物の完

了検査の申請又は同

特定行政庁が減額して定める建築物に

関する完了検査申請（完了通知）手数料 

    

  一件につき 

床面積の合計が三十平方メートル
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改正後 改正前 改正内容 

法第十八条第二十項

の規定に基づく特定

行政庁が減額して定

める建築物の工事の

完了通知に対する検

査 

以内のときは 二万円   

三十平方メートルを超え、百平方

メートル以内のときは 二万五千

円 

百平方メートルを超え、二百平方

メートル以内のときは 三万二千

円 

二百平方メートルを超え、五百平

方メートル以内のときは 四万七

千円 

五百平方メートルを超え、千平方

メートル以内のときは 六万七千

円 

千平方メートルを超え、二千平方

メートル以内のときは 八万四千

円 

二千平方メートルを超え、一万平

方メートル以内のときは 十八万

千円 

一万平方メートルを超え、五万平

方メートル以内のときは 二十七

万四千円 

法第十八条第二十項

の規定に基づく特定

行政庁が減額して定

める建築物の工事の

完了通知に対する検

査 

以内のときは 一万五千円 

三十平方メートルを超え、百平方

メートル以内のときは 一万九千

円 

百平方メートルを超え、二百平方

メートル以内のときは 二万五千

円 

二百平方メートルを超え、五百平

方メートル以内のときは 三万四

千円 

五百平方メートルを超え、千平方

メートル以内のときは 五万四千

円 

千平方メートルを超え、二千平方

メートル以内のときは 七万円 

  

二千平方メートルを超え、一万平

方メートル以内のときは 十六万

円  

一万平方メートルを超え、五万平

方メートル以内のときは 二十五

万円   
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改正後 改正前 改正内容 

五万平方メートルを超えるときは

 五十二万千円 

七 建築基準法第七条の

三第一項の規定に基

づく建築物の中間検

査の申請又は同法第

十八条第二十八項の

規定に基づく建築物

の中間通知に対する

検査 

建築物に関する中間検査申請（中間通

知）手数料 

    

  一件につき 

中間検査を行う部分の床面積の合

計が三十平方メートル以内のとき

は 二万三千円 

三十平方メートルを超え、百平方

メートル以内のときは 二万九千

円 

百平方メートルを超え、二百平方

メートル以内のときは 三万四千

円 

二百平方メートルを超え、五百平

方メートル以内のときは 四万四

千円 

五百平方メートルを超え、千平方

メートル以内のときは 六万四千

円 

千平方メートルを超え、二千平方

五万平方メートルを超えるときは

 五十二万円  

七 建築基準法第七条の

三第一項の規定に基

づく建築物の中間検

査の申請又は同法第

十八条第二十八項の

規定に基づく建築物

の中間通知に対する

検査 

建築物に関する中間検査申請（中間通

知）手数料 

    

  一件につき 

中間検査を行う部分の床面積の合

計が三十平方メートル以内のとき

は 一万四千円 

三十平方メートルを超え、百平方

メートル以内のときは 一万八千

円 

百平方メートルを超え、二百平方

メートル以内のときは 二万三千

円 

二百平方メートルを超え、五百平

方メートル以内のときは 三万二

千円 

五百平方メートルを超え、千平方

メートル以内のときは 五万千円

  

千平方メートルを超え、二千平方
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改正後 改正前 改正内容 

メートル以内のときは 七万九千

円 

二千平方メートルを超え、一万平

方メートル以内のときは 十六万

三千円 

一万平方メートルを超え、五万平

方メートル以内のときは 二十五

万九千円 

五万平方メートルを超えるときは

 四十七万四千円 

八～三十

六の五の

三 

（略） （略） （略） 

三十六の

六 

都市の低炭素化の促

進に関する法律（平成

二十四年法律第八十

四号）第五十三条第一

項の規定による低炭

素建築物新築等計画

の認定の申請に対す

る審査（一戸建ての住

宅等（一戸建ての住宅

低炭素建築物（一戸建ての住宅等）新築

等計画認定申請手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの住戸の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 非住宅部分（建築物エネルギ

ー消費性能基準等を定める省令

第一条第一項第一号に規定する

メートル以内のときは 六万六千

円 

二千平方メートルを超え、一万平

方メートル以内のときは 十四万

円   

一万平方メートルを超え、五万平

方メートル以内のときは 二十三

万円   

五万平方メートルを超えるときは

 四十六万円   

八～三十

六の五の

三 

（略） （略） （略） 

三十六の

六 

都市の低炭素化の促

進に関する法律（平成

二十四年法律第八十

四号）第五十三条第一

項の規定による低炭

素建築物新築等計画

の認定の申請に対す

る審査（一戸建ての住

宅等（一戸建ての住宅

低炭素建築物（一戸建ての住宅等）新築

等計画認定申請手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの住戸の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 非住宅部分（住宅の用途以外

の用途に供する部分をいう。以

下この項、三十六の八の項、三
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改正後 改正前 改正内容 

         

         

          

      並びに共

同住宅等（共同住宅、

長屋その他一戸建て

の住宅以外の住宅を

いう。以下同じ。）及

び複合建築物（建築物

エネルギー消費性能

基準等を定める省令

（平成二十八年／経

済産業省／国土交通

省／令第一号）第一条

第一項第一号に規定

する複合建築物をい

う。以下同じ。）の住

宅部分（同令第一条第

二項       

          

         

          

非住宅部分をいう。以下同じ。

             ）

を有しない建築物に係る低炭素

建築物新築等計画を認定の対象

とし、住宅の品質確保の促進等

に関する法律第五条第一項に規

定する登録住宅性能評価機関

（以下「登録住宅性能評価機関」

という。）があらかじめ都市の

低炭素化の促進に関する法律第

五十四条第一項に掲げる基準に

適合すると認めた場合又は非住

宅部分を含む建築物に係る低炭

素建築物新築等計画を認定の対

象とし、建築基準法第七十七条

の二十一第一項に規定する指定

確認検査機関（登録住宅性能評

価機関であるものに限る。以下

同じ。）があらかじめ都市の低

炭素化の促進に関する法律第五

十四条第一項に掲げる基準に適

合すると認めた場合 

（住宅の用途以外の

用途に供する部分を

有しないものに限る。

以下同じ。）並びに共

同住宅等（共同住宅、

長屋その他一戸建て

の住宅以外の住宅を

いう。以下同じ。）及

び複合建築物（建築物

エネルギー消費性能

基準等を定める省令

（平成二十八年／経

済産業省／国土交通

省／令第一号）第一条

第一項第一号に規定

する複合建築物をい

う。以下同じ。）の住

宅部分（建築物のエネ

ルギー消費性能の向

上等に関する法律（平

成二十七年法律第五

十三号）第十一条第一

十六の十一の項並びに備考第九

項及び第十項において同じ。）

を有しない建築物に係る低炭素

建築物新築等計画を認定の対象

とし、住宅の品質確保の促進等

に関する法律第五条第一項に規

定する登録住宅性能評価機関

（以下「登録住宅性能評価機関」

という。）があらかじめ都市の

低炭素化の促進に関する法律第

五十四条第一項に掲げる基準に

適合すると認めた場合又は非住

宅部分を含む建築物に係る低炭

素建築物新築等計画を認定の対

象とし、建築基準法第七十七条

の二十一第一項に規定する指定

確認検査機関（登録住宅性能評

価機関であるものに限る。以下

同じ。）があらかじめ都市の低

炭素化の促進に関する法律第五

十四条第一項に掲げる基準に適

合すると認めた場合 
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改正後 改正前 改正内容 

 に規定する住宅部

分をいう。以下同じ。）

をいう。以下同じ。）

に限る。） 

一戸建ての住宅及び複合建築物

（住戸の数が一のものに限る。）

 四千円 

住戸の数が四以下の共同住宅等

及び複合建築物（住戸の数が一

のものを除く。） 八千円 

住戸の数が五以上十五以下の共

同住宅等及び複合建築物 一万

八千円 

住戸の数が十六以上四十五以下

の共同住宅等及び複合建築物 

四万円 

住戸の数が四十六以上の共同住

宅等及び複合建築物 七万三千

円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第二号イ（１）及びロ（１）

の基準を用いる場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

項に規定する住宅部

分をいう。以下同じ。）

をいう。以下同じ。）

に限る。） 

一戸建ての住宅及び複合建築物

（住戸の数が一のものに限る。）

 四千円 

住戸の数が四以下の共同住宅等

及び複合建築物（住戸の数が一

のものを除く。） 八千円 

住戸の数が五以上十五以下の共

同住宅等及び複合建築物 一万

八千円 

住戸の数が十六以上四十五以下

の共同住宅等及び複合建築物 

四万円 

住戸の数が四十六以上の共同住

宅等及び複合建築物 七万三千

円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第二号イ（１）又はロ（１）

の基準を用いる場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限
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改正後 改正前 改正内容 

る。） 三万四千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

等及び複合建築物（住戸の数

が一のものを除く。） 六万

三千円 

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

十万五千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 十七万九千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 二十

五万六千円 

（２） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第二号イ（２）及びロ（２）

の基準を用いる場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

る。） 一万七千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

る。） 三万四千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

等及び複合建築物（住戸の数

が一のものを除く。） 六万

三千円 

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

十万五千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 十七万九千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 二十

五万六千円 

（２） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第二号イ（２）及びロ（２）

の基準を用いる場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

る。） 一万七千円 

住戸の数が四以下の共同住宅
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改正後 改正前 改正内容 

等及び複合建築物（住戸の数

が一のものを除く。） 二万

九千円 

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

五万千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 九万四千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 十四

万二千円 

（３） （１）及び（２）に掲

げる場合以外の場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

る。） 二万五千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

等及び複合建築物（住戸の数

が一のものを除く。） 四万

六千円 

住戸の数が五以上十五以下の

等及び複合建築物（住戸の数

が一のものを除く。） 二万

九千円 

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

五万千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 九万四千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 十四

万二千円 
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改正後 改正前 改正内容 

共同住宅等及び複合建築物 

七万八千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 十三万六千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 十九

万九千円 

三十六の

七 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第五

十三条第一項の規定

による低炭素建築物

新築等計画の認定の

申請に対する審査（非

住宅建築物（建築物エ

ネルギー消費性能基

準等を定める省令第

一条第一項第一号に

規定する非住宅建築

物をいう。以下同じ。）

及び複合建築物の非

住宅部分      

低炭素建築物（非住宅建築物及び複合建

築物の非住宅部分）新築等計画認定申請

手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの面積の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 性能評価機関等があらかじめ

都市の低炭素化の促進に関する

法律第五十四条第一項に掲げる

基準に適合すると認めた場合 

床面積の合計が三百平方メート

ル未満のときは 八千円 

床面積の合計が三百平方メート

              

      

              

              

         

              

              

     

三十六の

七 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第五

十三条第一項の規定

による低炭素建築物

新築等計画の認定の

申請に対する審査（非

住宅建築物（建築物エ

ネルギー消費性能基

準等を定める省令第

一条第一項第一号に

規定する非住宅建築

物をいう。以下同じ。）

及び複合建築物の非

住宅部分（建築物のエ

低炭素建築物（非住宅建築物及び複合建

築物の非住宅部分）新築等計画認定申請

手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの面積の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 性能評価機関等があらかじめ

都市の低炭素化の促進に関する

法律第五十四条第一項に掲げる

基準に適合すると認めた場合 

床面積の合計が三百平方メート

ル未満のときは 八千円 

床面積の合計が三百平方メート
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改正後 改正前 改正内容 

         

         

         

         

         に

限る。） 

ル以上千平方メートル未満のと

きは 一万四千円 

床面積の合計が千平方メートル

以上二千平方メートル未満のと

きは 二万四千円 

床面積の合計が二千平方メート

ル以上五千平方メートル未満の

ときは 七万三千円 

床面積の合計が五千平方メート

ル以上一万平方メートル未満の

ときは 十一万六千円 

床面積の合計が一万平方メート

ル以上二万五千平方メートル未

満のときは 十四万六千円 

床面積の合計が二万五千平方メ

ートル以上のときは 十八万三

千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第一号イ（１）の基準を用

いる場合又は同号ただし書の

ネルギー消費性能の

向上等に関する法律

第十一条第一項に規

定する非住宅部分を

いう。以下同じ。）に

限る。） 

ル以上千平方メートル未満のと

きは 一万四千円 

床面積の合計が千平方メートル

以上二千平方メートル未満のと

きは 二万四千円 

床面積の合計が二千平方メート

ル以上五千平方メートル未満の

ときは 七万三千円 

床面積の合計が五千平方メート

ル以上一万平方メートル未満の

ときは 十一万六千円 

床面積の合計が一万平方メート

ル以上二万五千平方メートル未

満のときは 十四万六千円 

床面積の合計が二万五千平方メ

ートル以上のときは 十八万三

千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第一号イ（１）の基準を用

いる場合又は同号ただし書の
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改正後 改正前 改正内容 

規定を適用する場合 

床面積の合計が三百平方メー

トル未満のときは 二十万七

千円 

床面積の合計が三百平方メー

トル以上千平方メートル未満

のときは 二十六万円 

床面積の合計が千平方メート

ル以上二千平方メートル未満

のときは 三十三万六千円 

床面積の合計が二千平方メー

トル以上五千平方メートル未

満のときは 四十八万円 

床面積の合計が五千平方メー

トル以上一万平方メートル未

満のときは 五十九万千円 

床面積の合計が一万平方メー

トル以上二万五千平方メート

ル未満のときは 六十九万九

千円 

床面積の合計が二万五千平方

メートル以上のときは 七十

規定を適用する場合 

床面積の合計が三百平方メー

トル未満のときは 二十万七

千円 

床面積の合計が三百平方メー

トル以上千平方メートル未満

のときは 二十六万円 

床面積の合計が千平方メート

ル以上二千平方メートル未満

のときは 三十三万六千円 

床面積の合計が二千平方メー

トル以上五千平方メートル未

満のときは 四十八万円 

床面積の合計が五千平方メー

トル以上一万平方メートル未

満のときは 五十九万千円 

床面積の合計が一万平方メー

トル以上二万五千平方メート

ル未満のときは 六十九万九

千円 

床面積の合計が二万五千平方

メートル以上のときは 七十
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改正後 改正前 改正内容 

九万七千円 

（２） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第一号イ（２）の基準を用

いる場合 

床面積の合計が三百平方メー

トル未満のときは 七万九千

円 

床面積の合計が三百平方メー

トル以上千平方メートル未満

のときは 十万千円 

床面積の合計が千平方メート

ル以上二千平方メートル未満

のときは 十三万三千円 

床面積の合計が二千平方メー

トル以上五千平方メートル未

満のときは 二十一万五千円 

床面積の合計が五千平方メー

トル以上一万平方メートル未

満のときは 二十八万千円 

床面積の合計が一万平方メー

トル以上二万五千平方メート

九万七千円 

（２） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第一号イ（２）の基準を用

いる場合 

床面積の合計が三百平方メー

トル未満のときは 七万九千

円 

床面積の合計が三百平方メー

トル以上千平方メートル未満

のときは 十万千円 

床面積の合計が千平方メート

ル以上二千平方メートル未満

のときは 十三万三千円 

床面積の合計が二千平方メー

トル以上五千平方メートル未

満のときは 二十一万五千円 

床面積の合計が五千平方メー

トル以上一万平方メートル未

満のときは 二十八万千円 

床面積の合計が一万平方メー

トル以上二万五千平方メート

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

ル未満のときは 三十三万八

千円 

床面積の合計が二万五千平方

メートル以上のときは 三十

九万七千円 

三十六の

八 

（略） （略） 

三十六の

九 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第五

十五条第一項の規定

による低炭素建築物

新築等計画の変更の

認定の申請に対する

審査（一戸建ての住宅

等に限る。） 

低炭素建築物（一戸建ての住宅等）新築

等計画変更認定申請手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの住戸の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 性能評価機関等があらかじめ

都市の低炭素化の促進に関する

法律第五十五条第二項において

準用する第五十四条第一項に掲

げる基準に適合すると認めた場

合 

一戸建ての住宅及び複合建築物

（住戸の数が一のものに限る。）

 二千円 

ル未満のときは 三十三万八

千円 

床面積の合計が二万五千平方

メートル以上のときは 三十

九万七千円 

三十六の

八 

（略） （略） 

三十六の

九 

都市の低炭素化の促

進に関する法律第五

十五条第一項の規定

による低炭素建築物

新築等計画の変更の

認定の申請に対する

審査（一戸建ての住宅

等に限る。） 

低炭素建築物（一戸建ての住宅等）新築

等計画変更認定申請手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの住戸の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 性能評価機関等があらかじめ

都市の低炭素化の促進に関する

法律第五十五条第二項において

準用する第五十四条第一項に掲

げる基準に適合すると認めた場

合 

一戸建ての住宅及び複合建築物

（住戸の数が一のものに限る。）

 二千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

住戸の数が四以下の共同住宅等

及び複合建築物（住戸の数が一

のものを除く。） 四千円 

住戸の数が五以上十五以下の共

同住宅等及び複合建築物 九千

円 

住戸の数が十六以上四十五以下

の共同住宅等及び複合建築物 

二万円 

住戸の数が四十六以上の共同住

宅等及び複合建築物 三万六千

円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第二号イ（１）及びロ（１）

の基準を用いる場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

る。） 一万七千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

等及び複合建築物（住戸の数

住戸の数が四以下の共同住宅等

及び複合建築物（住戸の数が一

のものを除く。） 四千円 

住戸の数が五以上十五以下の共

同住宅等及び複合建築物 九千

円 

住戸の数が十六以上四十五以下

の共同住宅等及び複合建築物 

二万円 

住戸の数が四十六以上の共同住

宅等及び複合建築物 三万六千

円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第二号イ（１）又はロ（１）

の基準を用いる場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

る。） 一万七千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

等及び複合建築物（住戸の数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

が一のものを除く。） 三万

千円 

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

五万二千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 八万九千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 十二

万八千円 

（２） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第二号イ（２）及びロ（２）

の基準を用いる場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

る。） 八千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

等及び複合建築物（住戸の数

が一のものを除く。） 一万

四千円 

が一のものを除く。） 三万

千円 

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

五万二千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 八万九千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 十二

万八千円 

（２） 建築物エネルギー消費

性能基準等を定める省令第十

条第二号イ（２）及びロ（２）

 の基準を用いる場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

る。） 八千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

等及び複合建築物（住戸の数

が一のものを除く。） 一万

四千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

二万五千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 四万七千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 七万

千円 

（３） （１）及び（２）に掲げ

る場合以外の場合 

一戸建ての住宅及び複合建築

物（住戸の数が一のものに限

る。） 一万二千円 

住戸の数が四以下の共同住宅

等及び複合建築物（住戸の数

が一のものを除く。） 二万

三千円 

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

三万九千円 

住戸の数が十六以上四十五以

住戸の数が五以上十五以下の

共同住宅等及び複合建築物 

二万五千円 

住戸の数が十六以上四十五以

下の共同住宅等及び複合建築

物 四万七千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 七万

千円 

                 

              

              

              

          

              

              

              

    

              

              

      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

下の共同住宅等及び複合建築

物 六万八千円 

住戸の数が四十六以上の共同

住宅等及び複合建築物 九万

九千円 

三十六の

十～十一 

（略） （略） 

三十六の

十一の二 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律（平成二十

七年法律第五十三号）

第十一条第一項及び

第十二条第二項の規

定に基づく建築物エ

ネルギー消費性能適

合性判定の申請に対

する審査（一戸建ての

住宅及び複合建築物

（住戸の数が一のも

のに限る。）の住宅部

分に限る。） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請（一戸建ての住宅及び複合建築物の

住宅部分）手数料 

  

 一件につき、次に掲げる場合ごと

の区分に応じそれぞれに定める額 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第二

号イ（１）及びロ（１）の基準又

は同令第十条第二号イ（１）及び

ロ（１）の基準を用いる場合 三

万四千円 

ロ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第二

号イ（２）及びロ（２）の基準又

              

        

              

              

    

三十六の

十～十一 

（略） （略） 

（新設） （新設） （新設） 

 

 

  

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和7年4月1日よ

り原則全ての建

築物に適合性判

定が義務付けら

れたことから手

数料を追加する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

は同令第十条第二号イ（２）及び

ロ（２）の基準を用いる場合 一

万七千円 

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場

合 二万五千円 

三十六の

十一の三 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第十一条

第一項及び第十二条

第二項の規定に基づ

く建築物エネルギー

消費性能適合性判定

の申請に対する審査

（共同住宅等及び複

合建築物（住戸の数が

一のものを除く。）の

住宅部分に限る。） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請（共同住宅等及び複合建築物の住宅

部分）手数料 

  

 一件につき、次に掲げる場合ごと

の住戸の区分に応じそれぞれに定め

る額 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第二

号イ（１）及びロ（１）の基準又

は同令第十条第二号イ（１）及び

ロ（１）の基準を用いる場合 

住戸の数が四戸以下 六万三千円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下 

十万五千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸以

下 十七万九千円 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 

 

 

  

 （新設） 
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令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

住戸の数が四十六戸以上 二十五

万六千円 

ロ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第二

号イ（２）及びロ（２）の基準又

は同令第十条第二号イ（２）及び

ロ（２）の基準を用いる場合 

 住戸の数が四戸以下 二万九千円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下 

五万千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸以

下 九万四千円 

住戸の数が四十六戸以上 十四万

二千円 

ハ イ及びロに掲げる場合以外の場

 合 

住戸の数が四戸以下 四万六千円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下 

七万八千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸以

下 十三万六千円 

住戸の数が四十六戸以上 十九万
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令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 
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都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

九千円 

三十六の

十一の四 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第十一条

第一項及び第十二条

第二項の規定に基づ

く建築物エネルギー

消費性能適合性判定

の申請に対する審査

（非住宅建築物のう

ち工場、倉庫その他こ

れらに類する建築物

以外の建築物に限

る。） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請（工場、倉庫その他これらに類する

建築物以外の建築物）手数料 

  

 一件につき、次に掲げる場合ごと

の非住宅部分           

                 

                 

                 

                 

         の面積の区分に

応じそれぞれに定める額 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第一

号イの基準を用いる場合又は同号

ただし書の規定を適用する場合 

床面積の合計が三百平方メートル

未満のときは 二十万七千円 

床面積の合計が三百平方メートル

以上千平方メートル未満のときは

 二十六万円 

 

三十六の

十一の二 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第十二条

第一項及び第十三条

第二項の規定に基づ

く建築物エネルギー

消費性能適合性判定

の申請に対する審査

（        

 工場、倉庫その他こ

れらに類する建築物

以外の建築物に限

る。） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請（工場、倉庫その他これらに類する

建築物以外の建築物）手数料 

  

 一件につき、次に掲げる場合ごと

の非住宅部分（建築物のエネルギー

消費性能の向上等に関する法律第十

一条第一項に規定する非住宅部分を

いう。以下三十六の十五の項、三十

六の十六の項及び三十六の二十一の

項において同じ。）の面積の区分に

応じそれぞれに定める額 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第一

号イの基準を用いる場合又は同号

ただし書の規定を適用する場合 

               

              

床面積の合計が        

  千平方メートル未満のときは

 二十六万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非住宅建築物の

300㎡未満は適合

判定不要であっ

たところ、R7.4.1

からは全てが対
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改正後 改正前 改正内容 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 三十三万六千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 四十八万円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 五十九万千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 六十九万九千円 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 七十九万七千

円 

ロ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第一

号ロの基準を用いる場合 

床面積の合計が三百平方メートル

未満のときは 七万九千円 

床面積の合計が三百平方メートル

以上千平方メートル未満のときは

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 三十三万六千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 四十八万円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 五十九万千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 六十九万九千円 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 七十九万七千

円 

ロ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第一

号ロの基準を用いる場合 

               

             

床面積の合計が        

   千平方メートル未満のときは

象となったため

手数料区分を追

加するもの 
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都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 
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改正後 改正前 改正内容 

 十万千円 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 十三万三千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 二十一万五千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 二十八万千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 三十三万八千円 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 三十九万七千

円 

三十六の

十一の五 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第十一条

第一項及び第十二条

第二項の規定に基づ

く建築物エネルギー

建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請（工場、倉庫その他これらに類する

建築物）手数料 

  

 一件につき、次に掲げる場合ごと

の非住宅部分の面積の区分に応じそ

  十万千円 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 十三万三千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 二十一万五千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 二十八万千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 三十三万八千円 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 三十九万七千

円 

三十六の

十一の三 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第十二条

第一項及び第十三条

第二項の規定に基づ

く建築物エネルギー

建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請（工場、倉庫その他これらに類する

建築物）手数料 

  

 一件につき、次に掲げる場合ごと

の非住宅部分の面積の区分に応じそ
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改正後 改正前 改正内容 

消費性能適合性判定

の申請に対する審査

（非住宅建築物のう

ち工場、倉庫その他こ

れらに類する建築物

に限る。） 

れぞれに定める額 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第一

号イの基準を用いる場合又は同号

ただし書の規定を適用する場合 

床面積の合計が三百平方メートル

未満のときは 二万円 

床面積の合計が三百平方メートル

以上千平方メートル未満のときは

 二万八千円 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 三万九千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 九万二千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 十三万七千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 十七万円 

消費性能適合性判定

の申請に対する審査

（        

 工場、倉庫その他こ

れらに類する建築物

に限る。） 

れぞれに定める額 

イ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第一

号イの基準を用いる場合又は同号

ただし書の規定を適用する場合 

               

           

床面積の合計が        

  千平方メートル未満のときは

 二万八千円 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 三万九千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 九万二千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 十三万七千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 十七万円 
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改正後 改正前 改正内容 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 二十一万円 

ロ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第一

号ロの基準を用いる場合 

床面積の合計が三百平方メートル

未満のときは 一万七千円 

床面積の合計が三百平方メートル

以上千平方メートル未満のときは

 二万四千円 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 三万四千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 八万六千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 十三万円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 十六万二千円 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 二十一万円 

ロ 建築物エネルギー消費性能基準

等を定める省令第一条第一項第一

号ロの基準を用いる場合 

                

             

床面積の合計が        

  千平方メートル未満のときは

 二万四千円 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 三万四千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 八万六千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 十三万円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 十六万二千円 
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改正後 改正前 改正内容 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 二十万千円 

三十六の

十一の六 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第十一条

第一項及び第十二条

第二項の規定に基づ

く建築物エネルギー

消費性能適合性判定

の申請に対する審査

（複合建築物に限

る。） 

建築物エネルギー消費性能適合性判定

申請（複合建築物）手数料 

  

 一件につき、次の区分に応じそれ

ぞれに定める額を合算した額 

イ 複合建築物の住宅部分 

 三十六の十一の二の項及び三十六

の十一の三の項に掲げる区分に応

じて定める額 

ロ 複合建築物の非住宅部分 

三十六の十一の四の項及び前項に

掲げる区分に応じて定める額 

三十六の

十一の七 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第十一条

第二項及び第十二条

第三項の規定に基づ

く建築物エネルギー

消費性能適合性の判

定を受けた計画の変

建築物エネルギー消費性能適合性判定

計画変更申請手数料 

  

 三十六の十一の二の項から前項ま

でに定める額に二分の一を乗じて得

た額（その額に千円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額） 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 二十万千円 

（新設）

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

（新設） （新設） 

 

  

 （新設） 

三十六の

十一の四 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第十二条

第二項及び第十三条

第三項の規定に基づ

く建築物エネルギー

消費性能適合性の判

定を受けた計画の変

建築物エネルギー消費性能適合性判定

計画変更申請手数料 

  

 前二項            

 に定める額に二分の一を乗じて得

た額（その額に千円未満の端数があ

るときは、これを切り捨てた額） 

 

 

R7.4.1より原則

全ての建築物に

適合判定が義務

付けられること

から、住宅等との

複合建築物の場

合の手数料を追

加 
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改正後 改正前 改正内容 

更の申請に対する審

査 

三十六の

十一の八 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律施行規則

（平成二十八年国土

交通省令第五号）第十

三条の規定に基づく

建築物エネルギー消

費性能適合性の判定

を受けた計画の軽微

な変更を証する書面

の申請に対する審査 

建築物エネルギー消費性能適合性判定

計画軽微変更証明申請手数料 

  

 三十六の十一の二の項から三十六

の十一の六の項までに定める額に二

分の一を乗じて得た額（その額に千

円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額） 

三十六の

十二 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第二十九

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の認定の申請に対す

る審査（一戸建ての住

宅及び複合建築物（住

建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請（一戸建ての住宅及び複合建築物

の住宅部分）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの区分に応じそれぞれに定

める額 

イ 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第十四条に規

更の申請に対する審

査 

三十六の

十一の五 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律施行規則

（平成二十八年国土

交通省令第五号）第十

一条の規定に基づく

建築物エネルギー消

費性能適合性の判定

を受けた計画の軽微

な変更を証する書面

の申請に対する審査 

建築物エネルギー消費性能適合性判定

計画軽微変更証明申請手数料 

  

 三十六の十一の二の項及び三十六

の十一の三の項  に定める額に二

分の一を乗じて得た額（その額に千

円未満の端数があるときは、これを

切り捨てた額） 

三十六の

十二 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第三十四

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の認定の申請に対す

る審査（一戸建ての住

宅及び複合建築物（住

建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請（一戸建ての住宅及び複合建築物

の住宅部分）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの区分に応じそれぞれに定

める額 

イ 建築物のエネルギー消費性能の

向上等に関する法律第十五条に規
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改正後 改正前 改正内容 

戸の数が一のものに

限る。）の住宅部分に

限る。） 

定する登録建築物エネルギー消費

性能判定機関又は登録住宅性能評

価機関（以下「登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関等」とい

う。）があらかじめ建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する

法律第三十条第一項第一号 に規

定する建築物エネルギー消費性能

誘導基準に適合すると認めた場合

 四千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

二号イ（１）及びロ（１）の基

準を用いる場合 三万四千円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

二号イ（２）及びロ（２）の基

準を用いる場合 一万七千円 

（３） （１）及び（２）に掲げ

る場合以外の場合 二万五千円 

三十六の建築物のエネルギー 建築物エネルギー消費性能向上計画認

戸の数が一のものに

限る。）の住宅部分に

限る。） 

定する登録建築物エネルギー消費

性能判定機関又は登録住宅性能評

価機関（以下「登録建築物エネル

ギー消費性能判定機関等」とい

う。）があらかじめ建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する

法律第三十五条第一項第一号に規

定する建築物エネルギー消費性能

誘導基準に適合すると認めた場合

 四千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

二号イ（１）又はロ（１）の基

準を用いる場合 三万四千円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

二号イ（２）及びロ（２）の基

準を用いる場合 一万七千円 

                

                

三十六の 建築物のエネルギー 建築物エネルギー消費性能向上計画認
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改正後 改正前 改正内容 

十三 消費性能の向上等に

関する法律第二十九

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の認定の申請に対す

る審査（共同住宅等及

び複合建築物（住戸の

数が一のものを除

く。）の住宅部分に限

る。） 

定申請（共同住宅等及び複合建築物の住

宅部分）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの住戸の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関等があらかじめ建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関

する法律第三十条第一項第一号 

に規定する建築物エネルギー消費

性能誘導基準に適合すると認めた

場合 

住戸の数が四戸以下 八千円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下 

一万八千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸以

下 四万円 

住戸の数が四十六戸以上 七万三

千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性

十三 消費性能の向上等に

関する法律第三十四

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の認定の申請に対す

る審査（共同住宅等及

び複合建築物（住戸の

数が一のものを除

く。）の住宅部分に限

る。） 

定申請（共同住宅等及び複合建築物の住

宅部分）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの住戸の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関等があらかじめ建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関

する法律第三十五条第一項第一号

に規定する建築物エネルギー消費

性能誘導基準に適合すると認めた

場合 

住戸の数が四戸以下 八千円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下 

一万八千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸以

下 四万円 

住戸の数が四十六戸以上 七万三

千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性
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改正後 改正前 改正内容 

能基準等を定める省令第十条第

二号イ（１）及びロ（１）の基

準を用いる場合 

住戸の数が四戸以下 六万三千

円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下

 十万五千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸

以下 十七万九千円 

住戸の数が四十六戸以上 二十

五万六千円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

二号イ（２）及びロ（２）の基

準を用いる場合 

住戸の数が四戸以下 二万九千

円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下

 五万千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸

以下 九万四千円 

住戸の数が四十六戸以上 十四

能基準等を定める省令第十条第

二号イ（１）又はロ（１）の基

準を用いる場合 

住戸の数が四戸以下 六万三千

円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下

 十万五千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸

以下 十七万九千円 

住戸の数が四十六戸以上 二十

五万六千円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

二号イ（２）及びロ（２）の基

準を用いる場合 

住戸の数が四戸以下 二万九千

円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下

 五万千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸

以下 九万四千円 

住戸の数が四十六戸以上 十四
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令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 
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都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

万二千円 

（３） （１）及び（２）に掲げる

場合以外の場合 

住戸の数が四戸以下 四万六千

円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下

 七万八千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸

以下 十三万六千円 

住戸の数が四十六戸以上 十九

万九千円 

三十六の

十四 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第二十九

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の認定の申請に対す

る審査（非住宅建築物

及び複合建築物の非

住宅部分に限る。） 

建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請（非住宅建築物及び複合建築物の

非住宅部分）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの面積の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関等があらかじめ建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関

する法律第三十条第一項第一号 

万二千円 

                 

          

               

  

               

       

               

          

               

     

三十六の

十四 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第三十四

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の認定の申請に対す

る審査（非住宅建築物

及び複合建築物の非

住宅部分に限る。） 

建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請（非住宅建築物及び複合建築物の

非住宅部分）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの面積の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関等があらかじめ建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関

する法律第三十五条第一項第一号
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都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

に規定する建築物エネルギー消費

性能誘導基準に適合すると認めた

場合 

床面積の合計が三百平方メートル

未満のときは 八千円 

床面積の合計が三百平方メートル

以上千平方メートル未満のときは

 一万四千円 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 二万四千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 七万三千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 十一万六千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 十四万六千円 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 十八万三千円 

に規定する建築物エネルギー消費

性能誘導基準に適合すると認めた

場合 

床面積の合計が三百平方メートル

未満のときは 八千円 

床面積の合計が三百平方メートル

以上千平方メートル未満のときは

 一万四千円 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 二万四千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 七万三千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 十一万六千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 十四万六千円 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 十八万三千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 
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都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

一号イ（１）の基準を用いる場

合又は同号ただし書の規定を適

用する場合 

床面積の合計が三百平方メート

ル未満のときは 二十万七千円 

床面積の合計が三百平方メート

ル以上千平方メートル未満のと

きは 二十六万円 

床面積の合計が千平方メートル

以上二千平方メートル未満のと

きは 三十三万六千円 

床面積の合計が二千平方メート

ル以上五千平方メートル未満の

ときは 四十八万円 

床面積の合計が五千平方メート

ル以上一万平方メートル未満の

ときは 五十九万千円 

床面積の合計が一万平方メート

ル以上二万五千平方メートル未

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

一号イ（１）の基準を用いる場

合又は同号ただし書の規定を適

用する場合 

床面積の合計が三百平方メート

ル未満のときは 二十万七千円 

床面積の合計が三百平方メート

ル以上千平方メートル未満のと

きは 二十六万円 

床面積の合計が千平方メートル

以上二千平方メートル未満のと

きは 三十三万六千円 

床面積の合計が二千平方メート

ル以上五千平方メートル未満の

ときは 四十八万円 

床面積の合計が五千平方メート

ル以上一万平方メートル未満の

ときは 五十九万千円 

床面積の合計が一万平方メート

ル以上二万五千平方メートル未
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改正後 改正前 改正内容 

満のときは 六十九万九千円 

床面積の合計が二万五千平方メ

ートル以上のときは 七十九万

七千円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

一号イ（２）の基準を用いる場

合 

床面積の合計が三百平方メート

ル未満のときは 七万九千円 

床面積の合計が三百平方メート

ル以上千平方メートル未満のと

きは 十万千円 

床面積の合計が千平方メートル

以上二千平方メートル未満のと

きは 十三万三千円 

床面積の合計が二千平方メート

ル以上五千平方メートル未満の

ときは 二十一万五千円 

床面積の合計が五千平方メート

ル以上一万平方メートル未満の

ときは 二十八万千円 

満のときは 六十九万九千円 

床面積の合計が二万五千平方メ

ートル以上のときは 七十九万

七千円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第十条第

一号イ（２）の基準を用いる場

合 

床面積の合計が三百平方メート

ル未満のときは 七万九千円 

床面積の合計が三百平方メート

ル以上千平方メートル未満のと

きは 十万千円 

床面積の合計が千平方メートル

以上二千平方メートル未満のと

きは 十三万三千円 

床面積の合計が二千平方メート

ル以上五千平方メートル未満の

ときは 二十一万五千円 

床面積の合計が五千平方メート

ル以上一万平方メートル未満の

ときは 二十八万千円 
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資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

床面積の合計が一万平方メート

ル以上二万五千平方メートル未

満のときは 三十三万八千円 

床面積の合計が二万五千平方メ

ートル以上のときは 三十九万

七千円 

三十六の

十五 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第二十九

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の認定の申請に対す

る審査（複合建築物に

限る。） 

建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請（複合建築物）手数料 

  

 認定申請一件につき、次の区分に

応じそれぞれに定める額を合算した

額 

イ 複合建築物の住宅部分 

三十六の十二の項及び三十六の十

三の項に掲げる区分に応じて定め

る額 

ロ 複合建築物の非住宅部分 

前項に掲げる区分に応じて定める

額 

三十六の

十六 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第三十一

建築物エネルギー消費性能向上計画変

更認定申請手数料 

  

床面積の合計が一万平方メート

ル以上二万五千平方メートル未

満のときは 三十三万八千円 

床面積の合計が二万五千平方メ

ートル以上のときは 三十九万

七千円 

三十六の

十五 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第三十四

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の認定の申請に対す

る審査（複合建築物に

限る。） 

建築物エネルギー消費性能向上計画認

定申請（複合建築物）手数料 

  

 認定申請一件につき、次の区分に

応じそれぞれに定める額を合算した

額 

イ 複合建築物の住宅部分 

三十六の十二の項及び三十六の十

三の項に掲げる区分に応じて定め

る額 

ロ 複合建築物の非住宅部分 

前項に掲げる区分に応じて定める

額 

三十六の

十六 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第三十六

建築物エネルギー消費性能向上計画変

更認定申請手数料 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の変更の認定の申請

に対する審査 

 三十六の十二の項から前項までに

定める額に二分の一を乗じて得た額

（その額に千円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額） 

（削除）   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能向上計画

の変更の認定の申請

に対する審査 

 三十六の十二の項から前項までに

定める額に二分の一を乗じて得た額

（その額に千円未満の端数があると

きは、これを切り捨てた額） 

三十六の

十七 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第四十一

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能基準に適

合している旨の認定

の申請に対する審査

（一戸建ての住宅に

限る。） 

建築物エネルギー消費性能基準適合認

定申請（一戸建ての住宅）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの区分に応じそれぞれに定

める額 

イ 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関等があらかじめ建築物の

エネルギー消費性能の向上に関す

る法律  第二条第一項第三号に掲

げる基準に適合すると認めた場合

 四千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第一条第

一項第二号イ（１）又はロ（１）

の基準を用いる場合 三万四千

 

 

 

 

 

建築物のエネル

ギー消費性能の

向上等に関する

法律第四十一条

削除に伴い削除 
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都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

 

 

 

 

 

 

（削除）   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第一条第

一項第二号イ（２）又は（３）

及びロ（２）又は（３）の基準

を用いる場合 一万七千円 

三十六の

十八 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第四十一

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能基準に適

合している旨の認定

の申請に対する審査

（共同住宅等に限

る。） 

建築物エネルギー消費性能基準適合認

定申請（共同住宅等）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの住戸の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関等があらかじめ建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関

する法律第二条第一項第三号に掲

げる基準に適合すると認めた場合 

住戸の数が四戸以下 八千円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下 

一万八千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸以

下 四万円 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住戸の数が四十六戸以上 七万三

千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第一条第

一項第二号イ（１）又はロ（１）

の基準を用いる場合 

住戸の数が四戸以下 六万三千

円 

住戸の数が五戸以上十五戸以下

 十万五千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸

以下 十七万九千円 

住戸の数が四十六戸以上 二十

五万六千円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第一条第

一項第二号イ（２）又は（３）

及びロ（２）又は（３）の基準

を用いる場合 

住戸の数が四戸以下 二万九千

円 



議案第七十八号関係資料 

令 和 ７ 年 ３ 月 ６ 日 

都 市建設常 任委員会 

都市整備部建築指導課 

資 料 
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改正後 改正前 改正内容 

 

 

 

 

 

 

（削除）   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住戸の数が五戸以上十五戸以下

 五万千円 

住戸の数が十六戸以上四十五戸

以下 九万四千円 

住戸の数が四十六戸以上 十四

万二千円 

三十六の

十九 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

関する法律第四十一

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能基準に適

合している旨の認定

の申請に対する審査

（非住宅建築物に限

る。） 

建築物エネルギー消費性能基準適合認

定申請（非住宅建築物）手数料 

  

 認定申請一件につき、次に掲げる

場合ごとの面積の区分に応じそれぞ

れに定める額 

イ 登録建築物エネルギー消費性能

判定機関等があらかじめ建築物の

エネルギー消費性能の向上等に関

する法律第二条第一項第三号に掲

げる基準に適合すると認めた場合 

床面積の合計が三百平方メートル

未満のときは 八千円 

床面積の合計が三百平方メートル

以上千平方メートル未満のときは

 一万四千円 
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改正後 改正前 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計が千平方メートル以

上二千平方メートル未満のときは

 二万四千円 

床面積の合計が二千平方メートル

以上五千平方メートル未満のとき

は 七万三千円 

床面積の合計が五千平方メートル

以上一万平方メートル未満のとき

は 十一万六千円 

床面積の合計が一万平方メートル

以上二万五千平方メートル未満の

ときは 十四万六千円 

床面積の合計が二万五千平方メー

トル以上のときは 十八万三千円 

ロ イに掲げる場合以外の場合 

（１） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第一条第

一項第一号イの基準を用いる場

合又は同号ただし書の規定を適

用する場合 

床面積の合計が三百平方メート

ル未満のときは 二十万七千円 
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改正後 改正前 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床面積の合計が三百平方メート

ル以上千平方メートル未満のと

きは 二十六万円 

床面積の合計が千平方メートル

以上二千平方メートル未満のと

きは 三十三万六千円 

床面積の合計が二千平方メート

ル以上五千平方メートル未満の

ときは 四十八万円 

床面積の合計が五千平方メート

ル以上一万平方メートル未満の

ときは 五十九万千円 

床面積の合計が一万平方メート

ル以上二万五千平方メートル未

満のときは 六十九万九千円 

床面積の合計が二万五千平方メ

ートル以上のときは 七十九万

七千円 

（２） 建築物エネルギー消費性

能基準等を定める省令第一条第

一項第一号ロの基準を用いる場

合 
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改正後 改正前 改正内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除）   

 

床面積の合計が三百平方メート

ル未満のときは 七万九千円 

床面積の合計が三百平方メート

ル以上千平方メートル未満のと

きは 十万千円 

床面積の合計が千平方メートル

以上二千平方メートル未満のと

きは 十三万三千円 

床面積の合計が二千平方メート

ル以上五千平方メートル未満の

ときは 二十一万五千円 

床面積の合計が五千平方メート

ル以上一万平方メートル未満の

ときは 二十八万千円 

床面積の合計が一万平方メート

ル以上二万五千平方メートル未

満のときは 三十三万八千円 

床面積の合計が二万五千平方メ

ートル以上のときは 三十九万

七千円 

三十六の

二十 

建築物のエネルギー

消費性能の向上等に

建築物エネルギー消費性能基準適合認

定申請（複合建築物）手数料 
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改正後 改正前 改正内容 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三十七～

八十六 

（略） （略） 

 
 

関する法律第四十一

条第一項の規定に基

づく建築物エネルギ

ー消費性能基準に適

合している旨の認定

の申請に対する審査

（複合建築物に限

る。） 

  

 認定申請一件につき、次の区分に

応じそれぞれに定める額を合算した

額 

イ 複合建築物の住宅部分 

複合建築物の住宅部分について住

戸の数が一戸の場合は一戸建ての

住宅とみなして、住戸の数が二以

上の場合は共同住宅等とみなして

三十六の十七の項及び三十六の十

八の項に掲げる区分に応じて定め

る額 

ロ 複合建築物の非住宅部分 

複合建築物の非住宅部分を非住宅

建築物とみなして三十六の十九の

項に掲げる区分に応じて定める額 

三十七～

八十六 

（略） （略） 
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改正後 改正前 改正内容 

   

備考 備考  

１ ３交付手数料の表十七の項の適用のうち、当該申請者に係る介

護保険法施行令第三十九条第一項各号の区分については、申請の

日の属する年度分（申請が四月一日から当該年度の介護保険料に

係る通知（仮徴収に係るものを除く。）を第一号被保険者に対し

て行う日の前日までの間にあった場合にあっては、当該申請の日

の属する年度の前年度分）の介護保険料の賦課期日における区分

による。 

１ ３交付手数料の表十七の項の適用のうち、当該申請者に係る介

護保険法施行令第三十九条第一項各号の区分については、申請の

日の属する年度分（申請が四月一日から当該年度の介護保険料に

係る通知（仮徴収に係るものを除く。）を第一号被保険者に対し

て行う日の前日までの間にあった場合にあっては、当該申請の日

の属する年度の前年度分）の介護保険料の賦課期日における区分

による。 

 

２ ４許可等手数料の表二の項の建築物に関する確認申請（計画通

知）手数料に係る床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ

た面積とする。 

２ ４許可等手数料の表二の項の建築物に関する確認申請手数料 

     に係る床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に応じ

た面積とする。 

 

① 建築物を建築する場合（次に掲げる場合及び移転する場合を

除く。） 当該建築物に係る部分の床面積 

① 建築物を建築する場合（次に掲げる場合及び移転する場合を

除く。） 当該建築物に係る部分の床面積 

 

② 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場

合（移転する場合を除く。） 当該計画の変更に係る部分の床

面積の二分の一（床面積の増加する部分にあっては、当該増加

する部分の床面積） 

② 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場

合（移転する場合を除く。） 当該計画の変更に係る部分の床

面積の二分の一（床面積の増加する部分にあっては、当該増加

する部分の床面積） 

 

③ 建築物を移転し、その大規模の模様替をし、又はその用途を

変更する場合（次に掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕、

模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一 

③ 建築物を移転し、その大規模の模様替をし、又はその用途を

変更する場合（次に掲げる場合を除く。） 当該移転、修繕、

模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の二分の一 
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改正後 改正前 改正内容 

④ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、そ

の大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計

画の変更に係る部分の二分の一 

④ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転し、そ

の大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計

画の変更に係る部分の二分の一 

 

  ３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第

二条第一項に規定する特定建築行為（同項第一号イ又はロの基準

に適合させるものに限る。）による建築物（建築基準法第六条の

四第一項第三号に掲げるものを除く。）に関する確認申請（計画

通知）手数料の額については、４許可等手数料の表二の項の規定

により算定した額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下

欄に定める額をそれぞれ加算した額とする。 

区分 金額 

一戸建ての住宅

の場合 

建築物のエネルギー消費性能向上等

に関する法律第二条第一項第三号に

規定する建築物エネルギー消費性能

基準（以下この項及び第五項におい

て「基準」という。）に適合させる

部分の床面積の合計が二百平方メー

トル以内の場合 

八千円

基準に適合させる部分の床面積の合

計が二百平方メートルを超える場合 

九千円

一戸建ての住宅 基準に適合させる部分の床面積の合 一万七千円

（新設）  
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改正後 改正前 改正内容 

以外の場合 計が五百平方メートル以内の場合 

基準に適合させる部分の床面積の合

計が五百平方メートルを超え二千平

方メートル以内の場合 

二万七千円

基準に適合させる部分の床面積の合

計が二千平方メートルを超え一万平

方メートル以内の場合 

四万三千円

基準に適合させる部分の床面積の合

計が一万平方メートルを超える場合 

五万八千円

 

４ ４許可等手数料の表四の項の建築物に関する完了検査申請（完

了通知）手数料及び六の項の特定行政庁が減額して定める建築物

に関する完了検査申請手数料に係る床面積の合計は、次に掲げる

場合の区分に応じた面積とする。 

３ ４許可等手数料の表四の項の建築物に関する完了検査申請手数

料      及び六の項の特定行政庁が減額して定める建築物

に関する完了検査申請手数料に係る床面積の合計は、次に掲げる

場合の区分に応じた面積とする。 

 

① 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。） 当該建築

に係る部分の床面積 

① 建築物を建築した場合（移転した場合を除く。） 当該建築

に係る部分の床面積 

 

② 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模

様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面

積の二分の一 

② 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模

様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面

積の二分の一 

 

５ 基準に適合させる建築物（建築基準法第六条の四第一項第三号

に掲げるものを除く。）に関する完了検査申請（完了通知）手数

料の額については、４許可等手数料の表四の項及び六の項の規定

（新設）  
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改正後 改正前 改正内容 

により算定した額に、次の表の上欄に掲げる区分に応じ同表の下

欄に定める額をそれぞれ加算した額とする。 

区分 金額 

基準に適合させる部分の床面積の合計が二百平方メー

トル以内の場合 

八千円

基準に適合させる部分の床面積の合計が二百平方メー

トルを超え五百平方メートル以内の場合 

一万千円

基準に適合させる部分の床面積の合計が五百平方メー

トルを超え千平方メートル以内の場合 

一万四千円

基準に適合させる部分の床面積の合計が千平方メート

ルを超え二千平方メートル以内の場合 

二万三千円

基準に適合させる部分の床面積の合計が二千平方メー

トルを超え一万平方メートル以内の場合 

八万九千円

基準に適合させる部分の床面積の合計が一万平方メー

トルを超え五万平方メートル以内の場合 

十五万六千円

基準に適合させる部分の床面積の合計が五万平方メー

トルを超える場合 

十七万三千円

 

６ ４許可等手数料の表三十四の二の項の全体計画の認定又は変更

認定申請手数料に係る床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に

応じた面積とする。 

４ ４許可等手数料の表三十四の二の項の全体計画の認定又は変更

認定申請手数料に係る床面積の合計は、次に掲げる場合の区分に

応じた面積とする。 

 

① 建築物を増築し、又は改築する場合（次に掲げる場合を除く。） ① 建築物を増築し、又は改築する場合（次に掲げる場合を除く。）  
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改正後 改正前 改正内容 

 当該増築又は改築に係る部分の床面積  当該増築又は改築に係る部分の床面積 

② 認定を受けた全体計画を変更して建築物を増築し、又は改築

する場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一

に相当する床面積（床面積の増加する部分にあっては、当該増

加する部分の床面積） 

② 認定を受けた全体計画を変更して建築物を増築し、又は改築

する場合 当該全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一

に相当する床面積（床面積の増加する部分にあっては、当該増

加する部分の床面積） 

 

③ 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合（次に

掲げる場合を除く。） 当該修繕又は模様替に係る部分の床面

積の二分の一に相当する床面積 

③ 建築物の大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合（次に

掲げる場合を除く。） 当該修繕又は模様替に係る部分の床面

積の二分の一に相当する床面積 

 

④ 認定を受けた全体計画を変更して建築物の大規模の修繕又は

大規模の模様替をする場合 当該全体計画の変更に係る部分の

床面積の二分の一に相当する床面積 

④ 認定を受けた全体計画を変更して建築物の大規模の修繕又は

大規模の模様替をする場合 当該全体計画の変更に係る部分の

床面積の二分の一に相当する床面積 

 

⑤ 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更

に伴う工事を行う場合（次に掲げる場合を除く。） 当該工事

に係る部分の床面積の二分の一に相当する面積 

⑤ 既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更

に伴う工事を行う場合（次に掲げる場合を除く。） 当該工事

に係る部分の床面積の二分の一に相当する面積 

 

⑥ 認定を受けた全体計画を変更して既存の一の建築物について

二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合 当該

全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面

積 

⑥ 認定を受けた全体計画を変更して既存の一の建築物について

二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合 当該

全体計画の変更に係る部分の床面積の二分の一に相当する床面

積 

 

７ 全体計画の認定又は全体計画の変更の認定を受けた建築物に関

する確認申請（計画通知）手数料の額については、４許可等手数

料の表二の項の規定により算定した額の二分の一に相当する額と

５ 全体計画の認定又は全体計画の変更の認定を受けた建築物に関

する確認申請（計画通知）手数料の額については、４許可等手数

料の表二の項の規定により算定した額の二分の一に相当する額と
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改正後 改正前 改正内容 

する。 する。 

８ 一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正前長期優良住

宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第五条

第二項又は第三項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の

認定の申請が一の者による場合（当該申請の数が一の場合を除

く。）は、当該申請の数を一とみなして４許可等手数料の表三十

六の三の三の項又は三十六の三の四の項の規定を適用する。 

６ 一の共同住宅等に係る住戸について行われる改正前長期優良住

宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第五条

第二項又は第三項の規定による長期優良住宅建築等計画の変更の

認定の申請が一の者による場合（当該申請の数が一の場合を除

く。）は、当該申請の数を一とみなして４許可等手数料の表三十

六の三の三の項又は三十六の三の四の項の規定を適用する。 

 

９ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項（同法第

八条第二項において準用する場合を含む。）又は改正前長期優良

住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第六

条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審

査を受けるよう申し出る場合における長期優良住宅建築等計画認

定申請手数料、長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料及び

特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額は、４許可

等手数料の表三十六の二の項、三十六の二の二の項及び三十六の

三の項から三十六の三の四の項までの規定により算定した額に、

当該審査に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等について同表二の

項の規定の例により算定した額（一の共同住宅等について同時に

改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期

優良住宅法第六条第二項の規定による申出を行う者がある場合

は、当該額を当該申出の数で除して得た額）を加算した額とする。 

７ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第六条第二項（同法第

八条第二項において準用する場合を含む。）又は改正前長期優良

住宅法第八条第二項において準用する改正前長期優良住宅法第六

条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審

査を受けるよう申し出る場合における長期優良住宅建築等計画認

定申請手数料、長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料及び

特定長期優良住宅建築等計画変更認定申請手数料の額は、４許可

等手数料の表三十六の二の項、三十六の二の二の項及び三十六の

三の項から三十六の三の四の項までの規定により算定した額に、

当該審査に係る一戸建ての住宅又は共同住宅等について同表二の

項の規定の例により算定した額（一の共同住宅等について同時に

改正前長期優良住宅法第八条第二項において準用する改正前長期

優良住宅法第六条第二項の規定による申出を行う者がある場合

は、当該額を当該申出の数で除して得た額）を加算した額とする。 
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改正後 改正前 改正内容 

１０ ４許可等手数料の表三十六の三の三の項及び三十六の三の四

の項の手数料の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

８  ４許可等手数料の表三十六の三の三の項及び三十六の三の四

の項の手数料の額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨

てるものとする。 

 

１１ 都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項（同法

第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受ける

よう申し出る場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数

料及び低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、４許

可等手数料の表三十六の六の項から三十六の十一の項までの規定

により算定した額に、当該審査に係る建築物について同表二の項

及び三の項の規定の例により算定した額を加算した額とする。 

９  都市の低炭素化の促進に関する法律第五十四条第二項（同法

第五十五条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。）の

規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受ける

よう申し出る場合における低炭素建築物新築等計画認定申請手数

料及び低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料の額は、４許

可等手数料の表三十六の六の項から三十六の十一の項までの規定

により算定した額に、当該審査に係る建築物について同表二の項

及び三の項の規定の例により算定した額を加算した額とする。 

 

１２ 一の共同住宅等又は複合建築物に係る建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第十一条第一項及び第十二条第二項

の規定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けようと

する者、同法第十一条第二項及び第十二条第三項の規定による建

築物エネルギー消費性能確保計画の変更をしようとする者、建築

物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則第十三条

の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の軽微な変更の

証明を受けようとする者、同法第二十九条第一項の規定による建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする者又は

同法第三十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向

１０ 一の共同住宅等又は複合建築物に係る建築物のエネルギー消

費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項        

                             

                             

                             

                             

                             

                      の規定による建

築物エネルギー消費性能向上計画の認定を受けようとする者、同

法第三十六条第一項 の規定による建築物エネルギー消費性能向
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改正後 改正前 改正内容 

上計画の変更の認定を受けようとする者           

                             

            が、当該共同住宅等又は複合建築物の

共用部分について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

第一条第一項第一号イに規定する設計一次エネルギー消費量を算

定していない場合又は同令第十条第一号ロ（１）に規定する誘導

設計一次エネルギー消費量を算定していない場合における建築物

エネルギー消費性能適合性判定申請手数料、建築物エネルギー消

費性能適合性判定計画変更申請手数料、建築物エネルギー消費性

能適合性判定計画軽微変更証明申請手数料、建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向

上計画変更認定申請手数料                 

       の額は、４許可等手数料の表三十六の十一の三の

項、三十六の十一の六の項から三十六の十一の八の項まで、三十

六の十三の項、三十六の十五の項及び三十六の十六の項    

              の規定にかかわらず、それぞれ次

に掲げる額のうちいずれか低い額とする。 

上計画の変更の認定を受けようとする者又は同法第四十一条第一

項の規定による建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨

の認定を受けようとする者が、当該共同住宅等又は複合建築物の

共用部分について建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令

第一条第一項第一号イに規定する設計一次エネルギー消費量を算

定していない場合                     

                      における   

                             

                             

                    建築物エネルギー消

費性能向上計画認定申請手数料、建築物エネルギー消費性能向上

計画変更認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能基準適合

認定申請手数料の額は、４許可等手数料の表         

                           三十

六の十三の項、三十六の十五の項、三十六の十六の項、三十六の

十八の項及び三十六の二十の項の規定にかかわらず、それぞれ次

に掲げる額のうちいずれか低い額とする。 

① 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料については

４許可等手数料の表三十六の十一の三の項及び三十六の十一の

六の項、建築物エネルギー消費性能適合性判定計画変更申請手

数料については同表三十六の十一の七の項、建築物エネルギー

消費性能適合性判定計画軽微変更証明申請手数料については同

①                            
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改正後 改正前 改正内容 

表三十六の十一の八の項、建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請手数料については同表       三十六の十三の

項及び三十六の十五の項、建築物エネルギー消費性能向上計画

変更認定申請手数料については同表三十六の十六の項    

                            

                 の規定により算定した額 

            建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請手数料については４許可等手数料の表三十六の十三の

項及び三十六の十五の項、建築物エネルギー消費性能向上計画

変更認定申請手数料については同表三十六の十六の項、建築物

エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料については同表三

十六の十八の項及び三十六の二十の項の規定により算定した額 

② 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請手数料については

４許可等手数料の表三十六の十一の三の項及び三十六の十一の

六の項、建築物エネルギー消費性能適合性判定計画変更申請手

数料については同表三十六の十一の七の項、建築物エネルギー

消費性能適合性判定計画軽微変更証明申請手数料については同

表三十六の十一の八の項、建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請手数料については同表       三十六の十三の

項及び三十六の十五の項、建築物エネルギー消費性能向上計画

変更認定申請手数料については同表三十六の十六の項    

                            

                 の規定について、次の表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表

の下欄に掲げる字句に読み替えることとした場合の当該読替え

後の規定により算定した額 

②                            

                            

                            

                            

                            

            建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請手数料については４許可等手数料の表三十六の十三の

項及び三十六の十五の項、建築物エネルギー消費性能向上計画

変更認定申請手数料については同表三十六の十六の項、建築物

エネルギー消費性能基準適合認定申請手数料については同表三

十六の十八の項及び三十六の二十の項の規定について、次の表

の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表

の下欄に掲げる字句に読み替えることとした場合の当該読替え

後の規定により算定した額 

 

４許可等 住戸の区分 単位住戸（建築物エネルギー消費性能基 （新設）    
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改正後 改正前 改正内容 

手数料の

表三十六

の十一の

三の項 

準等を定める省令第一条第一項第二号イ

に規定する単位住戸をいう。以下同じ。）

の区分 

住戸の数が四戸以

下 

単位住戸の床面積の合計が三百平方メー

トル未満 

住戸の数が五戸以

上十五戸以下 

単位住戸の床面積の合計が三百平方メー

トル以上二千平方メートル未満 

住戸の数が十六戸

以上四十五戸以下 

単位住戸の床面積の合計が二千平方メー

トル以上五千平方メートル未満 

住戸の数が四十六

戸以上 

単位住戸の床面積の合計が五千平方メー

トル以上 

４許可等

手数料の

表三十六

の十一の

六の項 

三十六の十一の三

の項 

この表の備考第十二項において読み替え

られた三十六の十一の三の項 

４許可等

手数料の

表三十六

の十一の

七の項 

三十六の十一の二

の項から前項まで 

三十六の十一の二の項から前項まで（三

十六の十一の三の項及び前項の規定が適

用される場合にあっては、この表の備考

第十二項において読み替えられた三十六

の十一の三の項及び前項） 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

（新設） 

 

 

 

 

  

（新設） 
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改正後 改正前 改正内容 

４許可等

手数料の

表三十六

の十一の

八の項 

三十六の十一の二

の項から三十六の

十一の六の項まで 

三十六の十一の二の項から三十六の十一

の六の項まで（三十六の十一の三の項及

び三十六の十一の六の項の規定が適用さ

れる場合にあっては、この表の備考第十

二項において読み替えられた三十六の十

一の三の項及び三十六の十一の六の項） 

４許可等

手数料の

表三十六

の十三の

項 

住戸の区分 単位住戸              

                  

                  

の区分 

住戸の数が四戸以

下 

単位住戸の床面積の合計が三百平方メー

トル未満 

住戸の数が五戸以

上十五戸以下 

単位住戸の床面積の合計が三百平方メー

トル以上二千平方メートル未満 

住戸の数が十六戸

以上四十五戸以下 

単位住戸の床面積の合計が二千平方メー

トル以上五千平方メートル未満 

住戸の数が四十六

戸以上 

単位住戸の床面積の合計が五千平方メー

トル以上 

４許可等

手数料の

表三十六

（削除）  

三十六の十三の項 この表の備考第十二項において読み替え

られた三十六の十三の項 

（新設） 

 

 

 

 

 

  

４許可等

手数料の

表三十六

の十三の

項 

住戸の区分 単位住戸（建築物エネルギー消費性能基

準等を定める省令第一条第一項第二号イ

に規定する単位住戸をいう。以下同じ。）

の区分 

住戸の数が四戸以

下 

単位住戸の床面積の合計が三百平方メー

トル未満 

住戸の数が五戸以

上十五戸以下 

単位住戸の床面積の合計が三百平方メー

トル以上二千平方メートル未満 

住戸の数が十六戸

以上四十五戸以下 

単位住戸の床面積の合計が二千平方メー

トル以上五千平方メートル未満 

住戸の数が四十六

戸以上 

単位住戸の床面積の合計が五千平方メー

トル以上 

４許可等

手数料の

表三十六

住戸の数が二以上 単位住戸の数が二以上 

三十六の十三の項 この表の備考第十項 において読み替え

られた三十六の十三の項 
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改正後 改正前 改正内容 

の十五の

項 

４許可等

手数料の

表三十六

の十六の

項 

三十六の十二の項

から前項まで 

三十六の十二の項から前項まで（三十六

の十三の項及び前項の規定が適用される

場合にあっては、この表の備考第十二項

において読み替えられた三十六の十三の

項及び前項） 

（削除）   

  

 

  

 

  

 

  

 

（削除） 

 

 

 

 

  

  

 

の十五の

項 

４許可等

手数料の

表三十六

の十六の

項 

三十六の十二の項

から前項まで 

三十六の十二の項から前項まで（三十六

の十三の項及び前項の規定が適用される

場合にあっては、この表の備考第十項 

において読み替えられた三十六の十三の

項及び前項） 

４許可等

手数料の

表三十六

の十八の

項 

住戸の区分 単位住戸の区分 

住戸の数が四戸以

下 

単位住戸の床面積の合計が三百平方メー

トル未満 

住戸の数が五戸以

上十五戸以下 

単位住戸の床面積の合計が三百平方メー

トル以上二千平方メートル未満 

住戸の数が十六戸

以上四十五戸以下 

単位住戸の床面積の合計が二千平方メー

トル以上五千平方メートル未満 

住戸の数が四十六

戸以上 

単位住戸の床面積の合計が五千平方メー

トル以上 

４許可等

手数料の

表三十六

の二十の

項 

住戸の数が二以上 単位住戸の数が二以上 

三十六の十八の項 この表の備考第十項において読み替えら

れた三十六の十八の項 
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改正後 改正前 改正内容 

１３ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十九

条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

を受けようとする者が、当該建築物エネルギー消費性能向上計画

に同条第三項各号に掲げる事項を記載する場合における建築物エ

ネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、４許可等手数

料の表三十六の十二の項から三十六の十五の項まで（前項の規定

が適用される場合にあっては、同項）の規定にかかわらず、申請

建築物（同条第三項に規定する申請建築物をいう。次項において

同じ。）及び他の建築物（同項に規定する他の建築物をいう。次

項において同じ。）について建築物ごとの同表三十六の十二の項

から三十六の十五の項まで（前項の規定が適用される場合にあっ

ては、同項）の規定の例により算定した額を合算した額とする。 

１１ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四

条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

を受けようとする者が、当該建築物エネルギー消費性能向上計画

に同条第三項各号に掲げる事項を記載する場合における建築物エ

ネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、４許可等手数

料の表三十六の十二の項から三十六の十五の項まで（前項の規定

が適用される場合にあっては、同項）の規定にかかわらず、申請

建築物（同条第三項に規定する申請建築物をいう。次項において

同じ。）及び他の建築物（同項に規定する他の建築物をいう。次

項において同じ。）について建築物ごとの同表三十六の十二の項

から三十六の十五の項まで（前項の規定が適用される場合にあっ

ては、同項）の規定の例により算定した額を合算した額とする。 

 

１４ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十一

条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

の認定を受けようとする者が、当該建築物エネルギー消費性能向

上計画に同法第二十九条第三項各号に掲げる事項を記載している

場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手

数料の額は、４許可等手数料の表三十六の十六の項（第十二項の

規定が適用される場合にあっては、同項）の規定にかかわらず、

次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。 

１２ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十六

条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

の認定を受けようとする者が、当該建築物エネルギー消費性能向

上計画に同法第三十四条第三項各号に掲げる事項を記載している

場合における建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手

数料の額は、４許可等手数料の表三十六の十六の項（第十一項の

規定が適用される場合にあっては、同項）の規定にかかわらず、

次に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。 

 

① ②以外の場合 建築物エネルギー消費性能向上計画（建築物 ① ②以外の場合 建築物エネルギー消費性能向上計画（建築物  
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改正後 改正前 改正内容 

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十九条第一項

に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。②にお

いて同じ。）の変更に係る申請建築物及び他の建築物について

建築物ごとの４許可等手数料の表三十六の十六の項（第十二項

の規定が適用される場合にあっては、同項）の規定の例により

算定した額 

のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四条第一項

に規定する建築物エネルギー消費性能向上計画をいう。②にお

いて同じ。）の変更に係る申請建築物及び他の建築物について

建築物ごとの４許可等手数料の表三十六の十六の項（第十一項

の規定が適用される場合にあっては、同項）の規定の例により

算定した額 

② 建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな他の建築物に係

る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第二十九

条第三項各号に掲げる事項を記載する場合 建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更に係る申請建築物及び他の建築物につ

いて新たな他の建築物ごとの４許可等手数料の表三十六の十二

の項から三十六の十五の項まで（第十二項の規定が適用される

場合にあっては、同項）の規定の例により算定した額と建築物

（新たな他の建築物を除く。）ごとの同表三十六の十六の項（第

十二項の規定が適用される場合にあっては、同項）の規定の例

により算定した額を合算した額 

② 建築物エネルギー消費性能向上計画に新たな他の建築物に係

る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十四

条第三項各号に掲げる事項を記載する場合 建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更に係る申請建築物及び他の建築物につ

いて新たな他の建築物ごとの４許可等手数料の表三十六の十二

の項から三十六の十五の項まで（第十一項の規定が適用される

場合にあっては、同項）の規定の例により算定した額と建築物

（新たな他の建築物を除く。）ごとの同表三十六の十六の項（第

十一項の規定が適用される場合にあっては、同項）の規定の例

により算定した額を合算した額 

 

１５ 一の建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第二十九条第一項の規定による建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定を受けようとする者が、同時に当該建築物の一

部に係る当該計画の認定又は同法第三十一条第一項の規定による

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けようとす

１３ 一の建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第三十四条第一項の規定による建築物エネルギー消費性

能向上計画の認定を受けようとする者が、同時に当該建築物の一

部に係る当該計画の認定又は同法第三十六条第一項の規定による

建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けようとす
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改正後 改正前 改正内容 

る場合にあっては、当該者を一の建築物に係る同法第二十九条第

一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定のみ

を受けようとする者とみなして４許可等手数料の表三十六の十二

の項から三十六の十五の項までの規定を適用する。 

る場合にあっては、当該者を一の建築物に係る同法第三十四条第

一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定のみ

を受けようとする者とみなして４許可等手数料の表三十六の十二

の項から三十六の十五の項までの規定を適用する。 

１６ 一の建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第三十一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性

能向上計画の変更の認定を受けようとする者が、同時に当該建築

物の一部に係る当該計画の認定又は同法第三十一条第一項の規定

による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けよ

うとする場合にあっては、当該者を一の建築物に係る同法第三十

一条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変

更の認定のみを受けようとする者とみなして４許可等手数料の表

三十六の十六の項の規定を適用する。 

１４ 一の建築物に係る建築物のエネルギー消費性能の向上等に関

する法律第三十六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性

能向上計画の変更の認定を受けようとする者が、同時に当該建築

物の一部に係る当該計画の認定又は同法第三十六条第一項の規定

による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定を受けよ

うとする場合にあっては、当該者を一の建築物に係る同法第三十

六条第一項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変

更の認定のみを受けようとする者とみなして４許可等手数料の表

三十六の十六の項の規定を適用する。 

 

１７ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十条

第二項（同法第三十一条第二項 において準用する場合を含む。）

の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受け

るよう申し出る場合における建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定

申請手数料の額は、４許可等手数料の表三十六の十二の項から三

十六の十六の項までに定める額（第十三項及び第十四項に定める

場合にあっては、第十三項及び第十四項に定める額）に、当該審

１５ 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第三十五

条第二項（同法第三十六条第二項において準用する場合を含む。）

の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受け

るよう申し出る場合における建築物エネルギー消費性能向上計画

認定申請手数料及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定

申請手数料の額は、４許可等手数料の表三十六の十二の項から三

十六の十六の項までに定める額（第十二項及び第十三項に定める

場合にあっては、第十二項及び第十三項に定める額）に、当該審
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改正後 改正前 改正内容 

査に係る建築物について同表二の項及び三の項の規定の例により

算定した額を加算した額とする。 

査に係る建築物について同表二の項及び三の項の規定の例により

算定した額を加算した額とする。 

 


